
 

香蘭女子短期大学における公的資金を用いた研究費の内部監査規程 

 
（趣旨） 
第1条 この規程は、香蘭女子短期大学における公的研究費の適正な運営・管理に関する規程第 35 条 

に基づき、香蘭女子短期大学（以下「本学」という。）における、公的研究費の内部監査（以下「監  
査」という。）について必要な事項を定めるものとする。 
 

（監査の対象） 
第2条 監査は、公的資金を用いた研究費を対象とし、研究費の使用が適正に行われているかについて 

監査を行う。 
 

（監査の種類） 
第 3 条 監査は、定期監査、臨時監査及びリスクアプローチ監査とし、必要に応じて書面監査及び実地 

監査により行う。 
 

（監査の方法） 
第 4 条 定期監査は、監査を実施する年度において、本学に所属する研究者が交付を受けている研究課  

題を対象として、以下のとおり行う。 
① 直接経費の管理状況の確認 
② 設備・機器備品等に係る事務等の確認（見積書、稟議書、注文書、納品書、備品台帳、備 

品シール等） 
③ 研究費の使用に関する書類の整理・保管状況の確認（収支簿、預金通帳、証拠書類） 
④ 本学の経理規程に従った執行状況の確認 
⑤ その他定期監査に係る必要な事項 

第 5 条 臨時監査は、定期監査を行う研究課題の一部を対象とした、特別の監査（書類上の調査に止ま 
らず、実際の使用状況や納品の状況等、事実関係の厳密な確認などを含めた監査）で学長が必要  
と認めた場合に、以下のとおり行う。  

① 購入物品の使用状況等の確認（現物確認） 
② 他の公的研究費の執行状況、経費の合算・混同使用等の有無 
③ その他特別監査に係る必要な事項 

第 6 条 リスクアプローチ監査は、本学の実態に即して、不正が発生する要因を分析し、不正が発生す  
るリスクに対して抜き打ちなどを含めた重点的かつ機動的な監査とし、不正発生のリスクが高い     
と思われる箇所を重点的に無作為にサンプル抽出したものを対象として、学長が必要と認めた場 
合に、以下のとおり行う。 

① 特定の研究者を対象に、購入物品の使用状況、出張の目的や概要についてヒアリングの
実施。 

② 旅費の一部を対象に、出張先や宿泊先への事実確認。 
③ 購入物品の一部を対象に、取引業者への帳簿の照会、納品書から支払までの一連のチェ

ック 



 

④ 短期雇用者・学生アルバイトの一部を対象に、履修届、時間割等、勤務実態についてヒ
アリングの実施。 
 

（監査担当者） 
第７条 監査は、学長の指示の下、内部監査委員会が担当する。 

２ 内部監査委員会は、事務局経理課と連携し、監査を実施する。 
３ 内部監査委員会が必要と認めたときは、学長の承認を得て、内部監査担当者を増員することが   

できる。 
 

（内部監査委員会の権限） 
第８条 内部監査委員会は、監査の実施に当たり、監査対象の公的資金を用いた研究費の研究代表者又 

は研究分担者（以下「監査対象者」という。）に対して、書類の閲覧又は提出、事情聴取その他監 
査の遂行に必要な行為を求めることができる。 
 

（監査対象者の義務） 
第９条 監査対象者は、監査が円滑に行われるよう内部監査委員会に協力しなければならない。 

２ 監査対象者は、内部監査委員会の求めに対し、正当な理由なくこれを拒否することはできない。 
 

（内部監査委員会の遵守事項） 
第 10 条 内部監査委員会は、事実に基づき公正不偏の立場で監査を実施するとともに、職務上知り得 

た事項について、正当な理由なく他に漏らしてはならない。 
 

（監査結果の報告） 
第 11 条 内部監査委員会は、監査を終了したときは、遅滞なく監査報告書を作成し、学長に提出しな 

ければならない。 
 
（監事との連携） 
第 12 条 内部監査委員会は、法人監事と緊密な連携を図り、効率的な監査の実施に努めるものとする。  
      
（雑則） 
第 13 条 この規程に定めるもののほか、監査の実施に関し必要な事項は、内部監査委員会が学長と協  

議のうえ定める。 
 

（規程の改廃） 
第 14 条 この規程の改廃は、常任理事会の議を経て、学長が行う。 
 
附 則 
この規程は、平成２７年１０月１日から施行する。 
この規程は、令和４年 9 月 1 日から改定施行する。 


